
令和 倍 表 1 

市街化区域 | 50 °, I 0 1. 1,1 J;直:1三

市街化調整区域

1 地区域 I純 1.5飩 8.7 

2 上記以外の地域

(1) 向 40 l. 1 中 10中 18 中 13

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 5.1 中 11 中 l

味ガ 全域

純 31
50 1.1 比 比準比準比準

I 
市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 中 純 4. 7. 7 

(2)上記以外の地域 純 3. 6. 0 

2 上記以外の地域 40 l亀 1中 6. 10 ー中 13 

油 市街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域 純 1.
:: 10 

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 5. 13 

新谷 市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域 純 3. 9.6 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4. 12 

い1石瀬 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3, 8. 1 

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 5. 9.6し屯 1. 2し。． 9

井随 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 新田

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 新田 I so I 1. 1 I中 6.81中 12



令和 倍 表 2頁

(2)上記以外の地域 | 30 °, I 0 1. 1,1中 4奮 9:1中 8./；

市街化調整区域

1 地区域

(1) 460号線沿及び主要地方道」 純 3.7純 8.2 

潟燕線沿

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 国迫460号線沿及び七要地方道業」 30 I 1. 1中 6.2中 13 

潟燕線沿

(2)上記以外の地域 30 I 1. 1中 3.5伸 8.0

今井 市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域

(1) 460号線沿 純 1.01tl 8. 2 

(2)上記以外の地域 純 3.1 純 6.4

2 

(1) 国道460号線沿 30 1. 1 中 6.6中 13

(2) 上記以外の地域 30 1. 1 中 4.3 中 9.7 

市街化調整区域

1 居掛 so I 1. 1中 5.4中 121 比咽比準

2 上記以外の地域

(1)宅地の固定資産税評価額（画地修'a

前） 1面当たり 13, 200円以卜貞

の地域

イ 噂地方道新潟寺泊線の西側のJ40 l. 1中 4.3中 9.5

域

ロ 上記以外の地域 40 1.1 中 5.4中 12純 1.1 

（2)上記以外の地域 40 l. l 中 5.1 中 12純 1.1 

う1植野新田 巾街化調幣区域

1 農業振興地域内の農川地区域
純 4.「中 ll 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 5. 151 ー飩 4.

越
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適 用 地 域

う1打越 I 農業販興地域内の農用地区域

30 1. 1中 4.1中 112 上記以外の地域

姥島 市街化潤整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3.I中 6.4I 

2 上記以外の地域 30 l. 1 中 4. 10 

卯八郎受 市街化調整区域

l 農業板興地域内の農用地区域 純 3.2飩 7.7 

2 I-記以外の地域 30 

浦村 市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 L記以外の地域 40 1. 1 中 4 12 

漆ll」 I市街化区域 50 1. 1 比 比準比準比準

市街化調帷Iメ^域

l 農党振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 川東、沢田、砂押、四十歩割、 I 30 1. 11中 7.71中 12

中曽根

(2) 卜記以外の地域 30 I 1. 1中 5.OI中 9.7 

えI越前浜 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.
6、[

2 ト．記以外の地域 30 1.1 中 3. 9. 2. 7し屯 6. 3 

遠藤 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4.41中 10

大潟 市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域 純 3.4飩 9.1 

2 上記以外の地域 40 1.1 中 5.51中 13

大潟村古新田受 全域 40 1.1 

太
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適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 40 I 1. 1中 5.0中 10 

大曽根 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 460 I純 4.9純 8.6 

(2)上記以外の地域 I純 3.8飩 6.8

2 巳記以外の地域

(1) 460号線沿 30 1.1 中 7.9中 14 

(2)上記以外の地域 30 1. 1 中 1.3伸 9.7

大抑 市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域

(1) 460号線沿 純 3.7しti7. 7 

(2)上記以外の地域

イ アラシ
純 4.「2t 8. 2 

ロ 上記以外の地域 純 3. 6.1 

2 上記以外の地域

(1) 4 6 0号線沿 30 I l. 1中 6.l中 13 

(2) 上記以外の地域

イ アラシ 30 1.1 中 5.5中 11 

rl 上記以外の地域 30 1.1 中 4.0中 8,6

押付 市街化区域 50 1.1 比準 比準 比準1 叫

i街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 1 1 6号線沿

(2)上記以外の地域 純 4食 7飩，.3

2 上記以外の地域

(1) 1 1 6号線沿 50 I. 1 中 14 中 27

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 11 中 19 



令和 倍 表 5頁

適 用 地 域

叫 貝柄 市街化調整区域

1 地区域
純 3,!5巾 9,1 

2 日記以外の地域 40 1.1 中 5. 11 

貝柄新田 市街化調整区域

1 地区域
純 3.I5中 9., 

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 5. 14 

1 殷業振興地域内の農用地区域 純 4.

t,1] 
2 上記以外の地域 10 1. 1 中 6. ー中 23 

角田浜 I市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域 純 3 6.4 

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 3 7. 2 純 2.5し屯 6.5 

角海浜 全域 30 l亀 1 純 6.1 

潟油新 市街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域 I純 3.1 飩 6.3 

2 上記以外の地域 I 40 1. 11中 4.41中 9.3

市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域 隣 4.8飩 9.1 

2 上記以外の地域

(1)川井前

イ 国道460号線沿 40 1.1 中 9,51中 16

ロ 上記以外の地域 40 l. 1 中 7.71中 12

（2) t人記以外の地域 I 40 1. 1 I中 5.71中 11

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 4食 0飩 18

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4.61中 24

金池 1市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域 隣 3.7飩 9.0
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2 上記以外の地域 | 30 °I o l. 1,1中 4奮；1中 l/；髯 1.i； 
市街化調整区域

1 地区域
純 3I9．し

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4. 1 3. 0飩 7.1 

上小古 市街化調整区域

l 地区域
純 2.Il中 5.~ 

2 巳記以外の地域 40 1. 1 中 4. 8. 1 

河井

l 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 460 40 1. 1 中 9.51中 16

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 7 12 

川崎 市街化区域 50 l亀 1 比 比準比準比準

街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 I 40 1. 11中 l21中 20

き北野 市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域 純 3.t 8. 1 : 
2 上記以外の地域 30 1.1 中 4. ーし 4.3 

<I国見 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 460号線沿

（2) t人記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 460号線沿 30 

(2)上記以外の地域 30 

久保田 1市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域 隣 3.8飩 8.2 



令和 倍 表

適 用 地 域

2 上記以外の地域

市街化調整区域

1 

2 上記以外の地域

(1)東前田

(2)上記以外の地域

地区域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

°I 
30 o l. 1,i中 4奮；1中 l/；

30 I L 1 I中 5.91中 12

30 I 1. 1 I中 4.21中 8.6

30 I 1. 1 

2.8飩 6.3 

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) I I 6号線沿 純 6.6飩 12

(2) 1.記以外の地域 純 3.5飩 9.1 

2 上記以外の地域

(1) 国道 11 6号線沿 ー中，． 1|中 20 

(2) 卜記以外の地域 40 1. 1 中 5.51中 13 

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.3飩 6.7 

， 必 上記以外の地域 30 L 1 中 4.31中 8.7 

河間 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4.

五ヶ浜 全域 30 1.1 ー中 6,8し屯 1.9飩 6,8 

五之上 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 2.8飩 7.0 

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 3.81中 9.7 

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.1飩 6.3 

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 4.ll中 8.I 

さI栄 市街化調整区域
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適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 30 1. 1中 5.5中

栄町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 4.2「中 7. ~ 

2 上記以外の地域 30 l. 1 中 7.2 11 

桜林 市街化調整区域

l 農業板興地域内の農用地区域
純 3.5「中 1. a 

2 I-記以外の地域 30 1.1 中 5.5 11 

田 向街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 1 1 6 純 8.I 17 

(2) 上記以外の地域 純 1. 8. l 

2 上記以外の地域

(1) 1 1 6号線沿 50 1. 1 中 14中 25

(2) 上記以外の地域 40 1. 1 中 6.1 中 11

ヶ瀬 市街化調幣Iメ^域

1 農業振興地域内の農川地区域
純 3.t7中 9.6 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4. 12 

一角野新山 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.6純 9,1 

2 上記以外の地域 40 1.1 中 5.5 中 14

三方 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.2純 6.8

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 4.4 中 9.7 

しI下木島 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3.I7．し

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 4. 9. 3.0し〖 7. l 

下山 向街化調整区域
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適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 40 I 1. 1中 5.6中 14

r和納 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) JR越後線の東側の地域 I純 4.5純 7.7 

(2)上記以外の地域
純 3、!中 6~ 

2 巳記以外の地域 40 1. 1 中 5. 11 

称名

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) 460号線沿 純 3.7飩 7.6 

(2) 1.記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 国道46 0号線沿 30 12 

(2) 卜記以外の地域 30 1. 1 中 3.

白鳥 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

， 必 上記以外の地域 30 

新保 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 40 1.1 中 3.

鱚 I市街化区域 50 1.1 比 比準比準1 叫

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 40 I. 1 中 22 

l街化区域 50 l. 1 比 比準比準比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域
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％叫 叫 Ii 

(1) 国道 11 6号線沿 | 50 1. 1 

（2)上記以外の地域

イ 舟級河川西川の東側の地域 40 1.1 中 1.5 中 14 

ロ 上記以外の地域 30 1.1 中 4.5中 14 

市街化調整区域

l 地区域
純 3、『&o 

2 巳記以外の地域 30 1. 1 中 4 10 

街化区域 50 1.1 比 比準比準比準

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 沢誨

イ l l 6号線沿 16 

ロ 上記以外の地域 13 

(2) 卜記以外の地域 純 4.6飩 12

2 上記以外の地域

(1)沢海

イ 1 1 6号線沿 50 L 1 中 8.6中 23

ロ 上記以外の地域 50 1.1 中 7.2中 21

(2) 上記以外の地域 4 0 1.1 中 5.1 中 16 

たI高橋 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 隣 4.0飩 11

2 上記以外の地域

(1) 国道 11 6号線沿 40 1. 1 中 14 中 33

(2) 上記以外の地域 40 I. 1 中 6.8中 l8 

病畑 I市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 4.l「中 9. ~ 

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 5.5 j3 

竹野町 市街化調整区域
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適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

(1) I純 7.1純 17

(2) I純 5.,1飩

(3)上記以外の地域 I純 4.0純 6.5 

2 上記以外の地域

(1) 県道横山巻線沿 Jo 1. 1 中 101中 21

(2) 主要地ガ道新潟寺泊線鉛 40 1. 1 中 10中 21中 2.1 中 14

(3)県道横山巻線の北側の地域で主要 40 1.1 中 7.5中 16中 3、O中 9.0

ガ道新潟寺泊線の東側の地域

(4) 上記以外の地域 110 I 1. 1中 5.0中 7.4中 2.l中 9.0

田 I市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) 1 1 6号線沿 40 1.1 中 1

『中 33 

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 6、 18 ー中 5.3 

30 

I I 
純 3.

市街化区域 50 I l. 1 比 比準比準比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 国道 11 6号線沿

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 国道 11 6号線沿 50 1.1 中 l41中 23

（2)上記以外の地域 40 l. l 中 6.1 1中 11

とI稲島 巾街化調幣区域

1 農業振興地域内の農川地区域 純 3.0飩 6.9

2 上記以外の地域 30 1.1 中 3.71中 7.6飩 2.9飩 6.
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適 用 地域

1 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

なI中郷屋

30 I l. 1 I中 4.21中 9.8

lo 12 

中
4 

8 

中
11 

．． ーー

00 
45 

1 殷業振興地域内の農用地区域 純 4.3飩 8.8 

2 上記以外の地域 10 1. 1 中 6.1伸 11

中 市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域
純 3.T中 9. I 

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 5.3 13 

中 ロ 市街化調帷Iメ^域

l 農党振興地域内の農用地区域 純 3.2飩 6.6 

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 1.11中 9.8

市街化調幣Iメ^域

1 農業振興地域内の農川地区域
純 3.2「中 6. 3 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4.1 8.4 

夏井 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 4.1 
純 9．し

2 上記以外の地域 40 1.1 中 5,3中 1 1. 5 

並岡 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.9純 7.2 

2 上記以外の地域 40 I. 1 中 7.2 中 l2 ー中 2 

にI新飯田潟 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.1 

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 4.0

仁箇 市街化調整区域
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適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

(1) ノ前 12 8 8、 1 2 9 2、 10 I 1. 1 中 7. 3中 20し屯 3. 6 
2 7 6 6、 2 7 3 9、

2 7 8 5、27 8 8、4284、

4 2 8 5及び小丸山 27 4 5 

ユ タウ

(2) 上記以外の地域 40 I 1. 1中 3.4中 7.8飩 2.9

西中 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 I純 4.I飩 8.7 

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道新潟五泉間瀬線沿 40 l. l 1 | 1 7. 』17 - l l l 6. 7 

(2)上記以外の地域 40 l, l 中 6. 14 ー中 5.3 

市街化調整区域

1 農業振槌地域内 地区域

2 上記以外の地域

(1) 橋下

イ 主要地力道新潟上泉間瀬線沿 40 1. 1 中 7.61中 17 

ロ 上記以外の地域 40 l. 1 中 6.71中 14 

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 5.81中 12 

西船越 市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 10 I 1. 1中 5.61中 12 

西汰上 市街化調幣区域

1 股業振興地域内の農川地区域 純 3.

2 上記以外の地域 40 l. l 中 5.31中 14 

布目 巾街化調幣区域

1 農業振興地域内の農川地区域

2 上記以外の地域 40 1.1 中 3. f屯7.

50 1. 1 比＊ 比準 比準



令和 倍 表 14頁

適 用 地 域

市街化調整区域

1 地区域
純 5,!2巾 8.~ 

2 日記以外の地域 50 1.1 中 9. 12 

羽黒 I市街化調整区域

1 地区域
純 3.r中 6. 8 

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 4. 11 

1 殷業振興地域内の農用地区域 I純 4.1 飩 9.2 

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道新潟五泉間瀬線沿 40 1. 2 中 6.91中 151 ―峠 5.2 

(2) 1.記以外の地域 40 1. 1 中 4J中 10

市街化区域 50 1. 1 比 比準比準比準

市街化調帷Iメ^域

l 農党振興地域内の農用地区域

(1) 国道 11 6号線沿 I純 6.

(2) 上記以外の地域

イ 1 1 6号線の西側の地域 12 

口 上記以外の地域 10 

2 上記以外の地域

(1) 1 1 6号線沿 50 1.1 中 l』中: 21 
(2) 上記以外の地域 40 1.1 中 5, 16 

旗屋村受 全域 I 30 I 1. 1 

羽田 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3.「l中 ＆ 8 

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 5倉 12

原 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 4.「2中 9. 2 

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 6. 12 ーし 5.5 



令和 倍 表 15頁

適 用 地 域

市街化調整区域

1 地区域
純 2,!巾 6.~ 

2 日記以外の地域 40 1.1 中 1. 8.5 

市街化調整区域

1 地区域

(1) 460 I純 3.7飩 8.2 

(2) 卜記以外の地域 1純 2.8飩 6.4 

2 I-記以外の地域

(1) 460号線沿 30 1. 1 中 6.2中 12

市街(2) I記以外の地域 30 1.1 中 3.7 中 8.6 

ひ 化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域 純 3.31tl 6. 7 

2 上記以外の地域 40 l亀 1中 4.5 中 8.8

中 市街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域 純 3.1 ti 6. 7 

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 4.4中 8.8

東船越 市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域
純 3.「中 6. 7 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 1. 9.0 

東汰上 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3.r中 8. 6 

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 4. 11 

樋曽 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3.r中 7. 7 

2 上記以外の地域 30 l. 1 中ふ 9.6し屯 L2

兵右衛門新田 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.5[U 9會 I

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 5.5 13 



令和 倍 表 16頁

適 用 地 域

市街化調整区域

1 地区域 陣 2,8純 7.1 

2 日記以外の地域 30 

平野 市街化区域 50 I 1. 1 比準比準

市街化調整区域

l 地区域

2 巳記以外の地域 40 1. 1 中 5.3中

バ福井

l 農業振興地域内の農用地区域 純 2.3[［5. 8 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 3.2 7.6し屯 1. 3~屯 6.4 

l 農業振興地域内の農用地区域
純 3.『中: 6 6 

2 上記以外の地域 30 l亀 1中 4. 9. 8 

伏部 市街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域 純 2.
『,,t, 6喩 5

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 3. 8. 7し應 1.8 

市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域 純 2. 6. 7 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 3. 9. 1［軋 1.9し6.6

ほI堀上新田 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 5 14 

堀山新田 市街化区域 50 1. 1 比 比準比準比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1)外沼

(2)上記以外の地域 純 5.

2 上記以外の地域



令和 倍 表 17頁

％ 惰 Ii 

(1)外沼 50 1. 1 中 5書 4中 8.8

（2)上記以外の地域 50 l. 1 中 1 0 中 181 21 

ま1前田 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) I純 7.1純 17

(2)上記以外の地域 I純 4.0飩 8.1 

2 巳記以外の地域

(1)県道横山巻線沿 40 21 

(2)上記以外の地域 10 18し旧 2.9し［ 7．5 

市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 1 11 

市街化区域 50 l亀 1 比 比準比準比準

街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

(1)ー級訓川西川の西側の地域

イ

ロ 上記以外の地域

(2) 上記以外の地域

イ 鎧潟

ロ 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 級^河）I|西川の西側の地域

イ 丙野 40 I. 1 中 5.

］： 
JO 

口 上記以外の地域 50 l. 1 中 l 18 

(2)上記以外の地域

イ 川原 50 I. 1 
9 |, 6. 25’中1 9 1 0 

口 鎧潟 40 1. 1 中 6. 8. 8 ー中 21 



令和 倍 表 18頁

| 50 °, I 01. 1' % 占 Ii 

ハ 上記以外の地域 19 

巻束町 市街化調整区域

1 地区域
純 4.「中 7.7 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 5. 9. 7 

市街化調整区域

l 地区域
純 3.l「7.0 

2 巳記以外の地域 30 1. 1 中 4.1 10 純 1.7 

牧ヶ

l 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 30 1.1 中 4J中 11

街化区域 50 1. 1 比 比準比準比準

1 農業振興地域内の農用地柊域
純 4t 92 

2 50 1. 1 中 8. 14 

升岡 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 3.6純 9.1 

， 必 上記以外の地域 40 L 1 中 4.9中 12 

升潟 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 1 1 6号線沿 純 6.6~沌 12
(2) 上記以外の地域 純 3,4飩 9.1 

2 上記以外の地域

(1) 国道 11 6号線沿 50 1. 1 中 9.1 中 20

全巾域街(2) 上記以外(T)地城
40 I. 1 中 5.5 

中 lし
間瀬 30 l. 1 中 7食 4中 7. 2.4［屯 4.5 

松郷屋 化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3.『： ＆ l 

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 4. 1 2. 4し7.3 



令和 倍 表 19頁

適用 地域

まI松崎 市街化区域

市街化調整区域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

50 1. 1,i J;直[|lt̀  

1 

2 上記以外の地域

(1)河原畑

(2)上記以外の地域

地区域 3.0飩 8.3

50 I L 1 I中 6.91中 14

40 I 1. 1 I中 4.51中 12

1 殷業振興地域内の農用地区域 純 3. 7. 0 

2 上記以外の地域 10 1. 1 中 3. 8.1し旧 3.2し[7. 1 

松山 店街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域 純 3 6. 6 

2 上記以外の地域 40 1. 1 中 3 7. 8 
8[ 3: 

馬堀 I市街化区域 50 l亀 1 比 比準 比 比準

街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域 I純 3.

2 上記以外の地域

(1)舘ノ越、宝谷lJ、]、曲し、

呉島

イ 50 1. 1 中 7.81中 13

ロ 上記以外の地域 50 1. 1 中 7.叫中 11 

(2) 卜記以外の地域 40 1.1 中 7.叫中 11 

みI美里 全域 30 I. 1 

三ツ門 市街化調幣区域

1 股業振興地域内の農川地区域

2 上記以外の地域 30 

南 巾街化調幣区域

1 農業振興地域内の農川地区域

2 上記以外の地域 30 



令和 倍 表 20頁

適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 30 1. 1中 5.6中

峰岡 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純2I中 6~ 

2 上記以外の地域 30 l. 1 中 3. 7.6飩 1.6 

も1門田 市街化調整区域

l 農業板興地域内の農用地区域
純 3167

2 I-記以外の地域 40 1.1 中 4 8. 7 

市街化区域 50 1. 1 比 比準I比準I比準

市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域

(1) 1 1 6号線沿 純 8.01tl 17 

(2)上記以外の地域 純 4.7 純 9.1 

2 

(1) 国道 11 6号線沿 50 1. 1 中 14中 27

(2) 上記以外の地域 40 1. 1 中 8.0中 14

山口 田 市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域 隣 3.2飩 7.1 

2 上記以外の地域

(1) 西前田 30 1.1 中 6.5中 11

(2) 上記以外の地域 30 1.1 中 3,8中 8.6

山島 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 4.3純 8.7 

2 上記以外の地域 40 I. 1 中 7.0中 j3

よI横曽根 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3.「中 9. I 

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 4. 12 

横戸 市街化調整区域



令和 倍 表 21 

適 用 地 域

よI横戸 I I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 30 1. 1中 4.1中 9.7 

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3▲ r2中 ,~ I 

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 5. 13 

］街化調整区域

l 農業板興地域内の農用地区域 純 3.6

2 I-記以外の地域 30 1.1 中 4.5 

ろI六分 市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 3「中 6. 7 

2 L記以外の地域 40 1. 1 中 4.7 8. 7 

わI鷲ノ木 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地柊域 純 4.3飩 9.6

2 40 1. 1 中 5.

和納 市街化区域 50 1. 1 比

市街化調幣Iメ^域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1)ー級河）1|西川の西側の地域

(2) JR越後線の東側の地域

(3) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)ー級河川西川の西側の地域

イ 主要地方道新潟五泉間瀬線の北但j50 1. 1中 11中 18 ー中 12 

の地域

ロ 上記以外の地域 50 I l. l中 7.8中 15 ー中 5.6 

(2) JR越後線の東側の地域

イ 国道 11 6号線沿 50 1.1 中 14中 30 中 9.2 

ロ 上記以外の地域

イ）主要地方道新渥／L墨間瀬線沿 50 I L 1中 11中 28 ー中 8.6 



わI和納

和納 1~3 目

割前

令和 倍

（口）上記以外の地域

(3)上記以外の地域

市街化区域

市街化調整区域

1 地区域

2 上記以外の地域

市街化区域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域

表 22頁

％ 惰 Ii 

50 1. 1 中 6書。中 13 

40 l. 1 中 1 5 中 30 中 16 

50 1.1 比準 比準 比準

50 1. 1 中 15中 30 ー中 16 

50 1. 1 

40 I L 1 I中 6.91中 lll -I中 30


